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(57)【要約】
【課題】半導体チップに形成した発熱素子の領域の裏面
側において、半田内に生じる気泡の発生を減少させた半
導体装置、および、半導体チップの搭載方法を提供する
【解決手段】半導体装置は、搭載基板１００と搭載基板
１００上にＡｕＳｎ半田９０を介して搭載された半導体
チップ１とを備える。半導体チップ１は、搭載基板１０
０に対向する裏面に形成されたＡｕからなる裏面金属層
６０と、表面側に形成した発熱素子を有し、
発熱素子を形成した領域を除く裏面に、ＡｕＳｎ半田と
濡れ性の悪いＮｉＣｒ、Ｎｉ、Ｔｉのいずれか１つから
なる半田阻止金属層７０が半導体チップ１の縁まで延び
て露出している。半導体チップ１を搭載基板１００上で
スクラブすることによって、ＡｕＳｎ半田９０に生じた
気泡が半田阻止金属層７０にできた間隙Ｃを通じて半導
体チップの外部に排出される。
【選択図】図１Ｃ



(2) JP 2020-4806 A 2020.1.9

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　搭載基板と該搭載基板上にＡｕＳｎ半田を介して搭載された半導体チップとを備え、
　該半導体チップは、前記搭載基板に対向する裏面側に形成されたＡｕからなる裏面金属
層と、表面側に形成した発熱素子を有し、
　該発熱素子を形成した領域を除く前記裏面側で、ＮｉＣｒ、Ｎｉ、Ｔｉのいずれか１つ
からなる半田阻止金属層が前記半導体チップの縁まで延びて露出している、
半導体装置。
【請求項２】
　前記裏面金属層が、前記半導体チップの前記裏面側に形成したシード金属層の上に形成
されている、請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記半田阻止金属層が、前記裏面金属層の上に形成されている、請求項１または２に記
載の半導体装置。
【請求項４】
　前記シード金属層が、ＮｉＣｒ、Ｎｉ、Ｔｉのいずれか１つからなる半田阻止金属層と
して形成され、該半田阻止金属層が前記裏面金属層の除去部分で露出している、請求項２
に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記半田阻止金属層が、前記半導体チップの一の縁から、該一の縁と対向する他の縁に
まで直線状に露出している、請求項１から４のいずれか１に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記搭載基板は、前記半導体チップを収納するパッケージの底材である、請求項１から
５のいずれか１に記載の半導体装置。
【請求項７】
　半導体発熱素子を含む第１の領域と、前記半導体発熱素子を含まない第２の領域を有す
る半導体チップを搭載基板上にＡｕＳｎ半田を介して搭載する半導体チップの搭載方法で
あって、
　前記半導体チップの裏面にシード金属層を形成する工程と、
　該シード金属層の上にＡｕからなる裏面金属層を形成する工程と、
　該裏面金属層の前記第２の領域内において、ＮｉＣｒ、Ｎｉ、Ｔｉのいずれか１つから
なり前記半導体チップの縁まで延びる半田阻止金属層を形成する工程と、
　前記裏面金属層を前記ＡｕＳｎ半田に接触させ、前記半導体チップを前記搭載基板上で
スクラブする工程と、を有する半導体チップの搭載方法。
【請求項８】
　半導体発熱素子を含む第１の領域と、前記半導体発熱素子を含まない第２の領域を有す
る半導体チップを搭載基板上にＡｕＳｎ半田を介して搭載する半導体チップの搭載方法で
あって、
　前記半導体チップの裏面にＮｉＣｒ、Ｎｉ、Ｔｉのいずれか１つからなる半田阻止金属
層を形成する工程と、
　該半田阻止金属層の上にＡｕからなる裏面金属層を形成する工程と、
　該裏面金属層の前記第２の領域内において、前記半田阻止金属層を前記半導体チップの
縁に至るまで露出させる工程と、
　前記裏面金属層を前記ＡｕＳｎ半田に接触させ、前記半導体チップを前記搭載基板上で
スクラブする工程と、を有する半導体チップの搭載方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は半導体装置、および、半導体チップの搭載方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　一般的に、フェイスアップで実装されるＭＭＩＣ（Monolithic Microwave Integrated 
Circuit）は、銀（Ａｇ）ペーストや金錫（ＡｕＳｎ）半田によってパッケージに固定さ
れる。ＡｕＳｎ半田を用いる際は、半導体チップとパッケージとの間に介在するＡｕＳｎ
半田を溶かし、半導体チップ裏面に形成した金（Ａｕ）とパッケージ表面に形成したＡｕ
を固定する。ＡｕＳｎ半田は熱伝導率が悪いため、薄ければ薄いほどよい。また、気泡（
ボイド）が入ると半導体チップからパッケージへの熱抵抗が著しく大きくなる。そのため
ＡｕＳｎ半田を用いた実装では半導体チップを揺さぶること（スクラブ）でＡｕＳｎ半田
を薄く形成し、かつ、気泡が入らないように実装している。
【０００３】
　しかしながら、従来、スクラブを行っても、製造時のバラツキによって気泡を完全に無
くすことは難しかった。半導体チップに形成したＦＥＴ（Field effect transistor：電
界効果トランジスタ）部分の下部に気泡があると、ＦＥＴの発熱による温度上昇が想定よ
りも大きくなり、デバイスの寿命を低下させていた。
【０００４】
　半導体チップの実装時に、気泡による悪影響を防ぐために、例えば、特許文献１には、
減圧炉を用いて溶融半田中の気泡を除去することが開示されている。また、特許文献２に
は、半導体チップ裏面のＦＥＴの活性領域と重ならない箇所に溝を設け、ダイボンド時の
スクラブによって、ＡｕＳｎ半田内に生ずる気泡を溝内に捕集させることが開示されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１５－０７００５２号公報
【特許文献２】特開平１０－２２３８０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に開示された方法では、真空引きにより気泡を追い出してい
るため、真空排気装置が必要となる。また、特許文献２に開示された方法では、スクラブ
時にＡｕＳｎ半田が溝内に入り込み、気泡の捕集ができなくなるといった問題があった。
【０００７】
　本発明は、これらの実情に鑑みてなされたものであり、半導体チップに形成した発熱素
子の領域の裏面側において、半田内に生じる気泡の発生を減少させた半導体装置、および
、半導体チップの搭載方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様に係る半導体装置は、搭載基板と該搭載基板上にＡｕＳｎ半田を介して
搭載された半導体チップとを備え、該半導体チップは、前記搭載基板に対向する裏面側に
形成されたＡｕからなる裏面金属層と、表面側に形成した発熱素子を有し、該発熱素子を
形成した領域を除く前記裏面側で、ＮｉＣｒ、Ｎｉ、Ｔｉのいずれか１つからなる半田阻
止金属層が前記半導体チップの縁まで延びて露出している。
【０００９】
　また、本発明の一態様に係る半導体チップの搭載方法は、半導体発熱素子を含む第１の
領域と、前記半導体発熱素子を含まない第２の領域を有する半導体チップを搭載基板上に
ＡｕＳｎ半田を介して搭載する半導体チップの搭載方法であって、前記半導体チップの裏
面にシード金属層を形成する工程と、該シード金属層の上にＡｕからなる裏面金属層を形
成する工程と、該裏面金属層の前記第２の領域内において、ＮｉＣｒ、Ｎｉ、Ｔｉのいず
れか１つからなり前記半導体チップの縁まで延びる半田阻止金属層を形成する工程と、前
記裏面金属層を前記ＡｕＳｎ半田に接触させ、前記半導体チップを前記搭載基板上でスク
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ラブする工程と、を有する。
【００１０】
　さらに、本発明の一態様に係る半導体チップの搭載方法は、半導体発熱素子を含む第１
の領域と、前記半導体発熱素子を含まない第２の領域を有する半導体チップを搭載基板上
にＡｕＳｎ半田を介して搭載する半導体チップの搭載方法であって、前記半導体チップの
裏面にＮｉＣｒ、Ｎｉ、Ｔｉのいずれか１つからなる半田阻止金属層を形成する工程と、
　該半田阻止金属層の上にＡｕからなる裏面金属層を形成する工程と、該裏面金属層の前
記第２の領域内において、前記半田阻止金属層を前記半導体チップの縁に至るまで露出さ
せる工程と、前記裏面金属層を前記ＡｕＳｎ半田に接触させ、前記半導体チップを前記搭
載基板上でスクラブする工程と、を有する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、半導体チップに形成した発熱素子の領域の裏面側において、半田内に
生じる気泡の発生を減少させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１Ａ】本発明の一実施形態に係る半導体装置の半導体チップの表面を模式的に示す図
である。
【図１Ｂ】図１Ａに示す半導体チップの裏面を示す図である。
【図１Ｃ】本発明の一実施形態に係る半導体装置の断面を示す図である。
【図２Ａ】本発明の一実施形態に係る半導体チップの搭載方法における各工程を説明する
ための図である。
【図２Ｂ】本発明の一実施形態に係る半導体チップの搭載方法における各工程を説明する
ための図である。
【図２Ｃ】本発明の一実施形態に係る半導体チップの搭載方法における各工程を説明する
ための図である。
【図２Ｄ】本発明の一実施形態に係る半導体チップの搭載方法における各工程を説明する
ための図である。
【図２Ｅ】本発明の一実施形態に係る半導体チップの搭載方法における各工程を説明する
ための図である。
【図２Ｆ】本発明の一実施形態に係る半導体チップの搭載方法における各工程を説明する
ための図である。
【図２Ｇ】本発明の一実施形態に係る半導体チップの搭載方法における各工程を説明する
ための図である。
【図２Ｈ】本発明の一実施形態に係る半導体チップの搭載方法における各工程を説明する
ための図である。
【図２Ｉ】本発明の一実施形態に係る半導体チップの搭載方法における各工程を説明する
ための図である。
【図２Ｊ】本発明の一実施形態に係る半導体チップの搭載方法における各工程を説明する
ための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
（本願発明の実施形態の説明）
　最初に本願発明の実施態様を列記して説明する。
　（１）本発明の一態様に係る半導体装置は、搭載基板と該搭載基板上にＡｕＳｎ半田を
介して搭載された半導体チップとを備え、該半導体チップは、前記搭載基板に対向する裏
面側に形成されたＡｕからなる裏面金属層と、表面側に形成した発熱素子を有し、該発熱
素子を形成した領域を除く前記裏面側で、ＮｉＣｒ、Ｎｉ、Ｔｉのいずれか１つからなる
半田阻止金属層が前記半導体チップの縁まで延びて露出している。
　この構成により、ＡｕＳｎ半田に発生したボイドを、ＡｕＳｎ半田と濡れ性の悪い半田
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阻止金属層の周りに収集し、外部へ排除することが可能となる。これにより、半導体チッ
プに形成した発熱素子の領域の裏面側において、ＡｕＳｎ半田内に生じる気泡の発生を減
少させることができ、半導体チップのからの熱を効率よく放熱することができる。
【００１４】
　（２）前記裏面金属層が、前記半導体チップの前記裏面側に形成したシード金属層の上
に形成されていてもよい。
　この構成により、裏面金属を選択電解メッキによって形成することができ、裏面電極の
厚さの調整が容易になる。
【００１５】
　（３）前記半田阻止金属層が、前記裏面金属層の上に形成されていることが望ましい。
　この構成により、半田阻止金属層が裏面電極層の上に凸状に形成されるため、半田に生
じた気泡の収集効率が高めることができる。
【００１６】
　（４）前記シード金属層が、ＮｉＣｒ、Ｎｉ、Ｔｉのいずれか１つからなる半田阻止金
属層として形成され、該半田阻止金属層が前記裏面金属層の除去部分で露出してもよい。
　この構成により、シード金属層を半田阻止金属層として兼用できるため、半導体チップ
の裏面に形成した金属層の総数を減少させることができる。
【００１７】
　（５）前記半田阻止金属層が、前記半導体チップの一の縁から、該一の縁と対向する他
の縁にまで直線状に露出していることが望ましい。
　この構成により、半田阻止金属層の周りに収集した気泡を、半導体チップの外部へ排除
させやすくなる。
【００１８】
　（６）前記搭載基板は、前記半導体チップを収納するパッケージの底材であってよい。
　この構成により、パッケージの底材に半導体チップを搭載した際に、半導体チップから
の熱がパッケージの底材を通じて効率よく放熱する。
【００１９】
　（７）本発明の一態様に係る半導体チップの搭載方法は、半導体発熱素子を含む第１の
領域と、前記半導体発熱素子を含まない第２の領域を有する半導体チップを搭載基板上に
ＡｕＳｎ半田を介して搭載する半導体チップの搭載方法であって、前記半導体チップの裏
面にシード金属層を形成する工程と、該シード金属層の上にＡｕからなる裏面金属層を形
成する工程と、該裏面金属層の前記第２の領域内において、ＮｉＣｒ、Ｎｉ、Ｔｉのいず
れか１つからなり前記半導体チップの縁まで延びる半田阻止金属層を形成する工程と、前
記裏面金属層を前記ＡｕＳｎ半田に接触させ、前記半導体チップを前記搭載基板上でスク
ラブする工程と、を有する。
　この構成により、ＡｕＳｎ半田に発生したボイドを、ＡｕＳｎ半田と濡れ性の悪い半田
阻止金属層の周りに収集し、外部へ排除することが可能となる。このため、半導体チップ
に形成した発熱素子の領域の裏面側において、半田内に生じる気泡の発生を減少させるこ
とができ、半導体チップのからの熱を効率よく放熱することができる。また、半田阻止金
属層が裏面電極層の上に突出して形成されるため、半田に生じた気泡の収集効率が高める
ことができる。
【００２０】
　（８）また、本発明の一態様に係る半導体チップの搭載方法は、半導体発熱素子を含む
第１の領域と、前記半導体発熱素子を含まない第２の領域を有する半導体チップを搭載基
板上にＡｕＳｎ半田を介して搭載する半導体チップの搭載方法であって、前記半導体チッ
プの裏面にＮｉＣｒ、Ｎｉ、Ｔｉのいずれか１つからなる半田阻止金属層を形成する工程
と、　該半田阻止金属層の上にＡｕからなる裏面金属層を形成する工程と、該裏面金属層
の前記第２の領域内において、前記半田阻止金属層を前記半導体チップの縁に至るまで露
出させる工程と、前記裏面金属層を前記ＡｕＳｎ半田に接触させ、前記半導体チップを前
記搭載基板上でスクラブする工程と、を有する。
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　この構成により、ＡｕＳｎ半田に発生したボイドを、ＡｕＳｎ半田と濡れ性の悪い半田
阻止金属層の周りに収集し、外部へ排除することが可能となる。このため、半導体チップ
に形成した発熱素子の領域の裏面側において、半田内に生じる気泡の発生を減少させるこ
とができ、半導体チップのからの熱を効率よく放熱することができる。
【００２１】
（本願発明の実施形態の詳細）
　以下、図面を参照しながら、本発明の半導体装置、および、半導体チップの搭載方法に
係る好適な実施形態について説明する。以下の説明において、異なる図面においても同じ
符号を付した構成は同様のものであるとして、その説明を省略する場合がある。なお、本
発明はこれらの実施形態での例示に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載され
た事項の範囲内および均等の範囲内におけるすべての変更を含む。また、複数の実施形態
について組み合わせが可能である限り、本発明は任意の実施形態を組み合わせたものを含
む。
【００２２】
（第１の実施形態）
　図１Ａは、本発明の一実施形態に係る半導体装置の半導体チップの表面を模式的に示す
図であり、図１Ｂは、図１Ａに示す半導体チップの裏面を示す図である。また、図１Ｃは
、本発明の一実施形態に係る半導体装置の断面を示す図であり、図１Ａ、図１Ｂに示す半
導体チップを搭載基板上に搭載した際の断面を示している。以下の説明では、半導体チッ
プとして，ＭＭＩＣを例に説明するが、半導体チップとしてはこれに限られない。
【００２３】
　ＭＭＩＣは、１つ以上の高周波回路ブロックを１つの半導体基板上に設けた集積回路で
あり、能動素子と受動素子とが半導体製造プロセスによって、一体に形成されている。図
１Ａに示す半導体チップ１の例では、約１ｍｍ×約３ｍｍのＳｉＣ（シリコンカーバイト
）基板１０上に形成したＧａＡｓ（砒化ガリウム）エピタキシャル層２０に、初段アンプ
２１、中段アンプ２２、および、終段アンプ２３の多段のアンプを形成した例を示してい
る。各アンプ２１～２３は、それぞれ能動素子であるＦＥＴ２４と受動素子から構成され
ており、伝送線路２５によって接続されている。
【００２４】
　半導体チップ１は、動作時において、ＦＥＴ２４が発熱素子となるため、ＦＥＴ２４を
備えた各アンプ２１～２３の箇所で最も発熱量が多くなり、伝送線路２５のみが施された
個所では発熱量が小さい。図１Ａでは、発熱素子を含む領域をＡで示し、発熱素子を含ま
ない領域をＢで示している。発熱素子を含まない領域Ｂは半導体チップの周辺部と各アン
プ２１～２３の段間の領域になる。そして、半導体チップ１の裏面をＡｕＳｎ半田９０に
よって搭載基板１００上にマウントした際に、領域Ａに気泡が生じると、発熱素子である
ＦＥＴ２４からの熱が効率よく放熱されないため、領域Ａの温度が高くなり、回路特性が
劣化し、半導体装置の寿命が低下する。
【００２５】
　半導体チップ１の裏面には、シード金属層５０と、このシード金属層５０の上にＡｕか
らなる裏面金属層６０がメッキされている。そして、本実施形態では、裏面金属層６０の
上に、ＡｕＳｎ半田９０と濡れ性の悪いニッケルクロム（ＮｉＣｒ）、ニッケル（Ｎｉ）
、チタン（Ｔｉ）のいずれか１つからなる金属層７０が設けられている。図１Ｂに示すよ
うに、この金属層７０は半導体チップ１の一つの縁から半導体チップ１の裏面側の段間の
領域を通って、この一つの縁と反対の縁まで延びている。このように、金属層７０は、半
導体チップ１の裏面から見た場合、裏面金属層６０の上で露出している。
【００２６】
　半導体チップ１は、搭載基板１００の上にＡｕＳｎ半田９０を用いて搭載される。搭載
基板１００は、半導体チップ１を収納するパッケージの底材であり、例えば、銅（Ｃｕ）
から構成されるが、他の材料であってもよい。半導体チップ１の搭載時に、ＮｉＣｒ、Ｎ
ｉ、ＴｉはＡｕＳｎ半田９０と濡れ性に劣るためＡｕＳｎ半田を弾く。このため、金属層
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７０の周囲には、図１Ｃに示すように空隙Ｃが生じる。そして、半導体チップ１の搭載時
に搭載基板１００上でスクラブ（擦り合わせ）を行うことによって、ＡｕＳｎ半田９０に
生じた気泡は空隙Ｃに収集され、半導体チップ１の縁まで形成されたこの空隙Ｃに沿って
外部に排出される。
【００２７】
　これによって、領域Ａに対応する裏面金属層６０上に発生する気泡を減少させることが
できる。また、領域Ｂでは空隙Ｃが生じるため、裏面金属層６０から搭載基板１００への
熱伝達が悪化し、領域Ｂの温度が上昇するが、この領域ＢにはＦＥＴ等の発熱素子を設け
ていないため、半導体チップ１の寿命を短くさせることがない。
【００２８】
（半導体チップの搭載方法）
　次に、半導体チップの搭載方法について説明する。図２Ａ～図２Ｊは、本発明の一実施
形態に係る半導体チップの搭載方法における各工程を説明するための図である。図２Ａは
表面プロセス工程、図２Ｂはフォトレジスト塗布工程、図２Ｃは支持基板貼付工程、図２
Ｄは裏面研磨工程、図２Ｅはシード金属層形成工程、図２Ｆは裏面金属層メッキ工程、図
２Ｇは半田阻止金属層形成工程、図２Ｈは半田阻止金属層パターニング工程、図２Ｉはエ
キスパンディングテープ貼付工程、図２Ｊはダイシング工程をそれぞれ示しており、各工
程が順次行われる。なお、図２Ａ～図２Ｊにおいて、各構成部材の厚さの関係は、目視し
易くするために実際の厚さの関係と異ならせている。また、図１Ｃは、ダイボンディング
工程を説明するために用いられる。
【００２９】
　（表面プロセス工程）
　表面プロセス工程では、図２Ａに示すように、厚さ５００μｍ程度の半導体基板１０の
表面上にＧａＡ等のエピタキシャル層２０を形成し、このエピタキシャル層２０に、能動
素子、およびエピタキシャル層２０上に絶縁層を介して受動素子、伝送線路などを形成し
、ＭＭＩＣを構成する複数の半導体チップ１を形成する。これらの素子は、既存の半導体
製造技術を用いて作製される。例えば、図１Ａに示すように、多段のアンプ２１～２３と
これらのアンプ２１～２３を接続する伝送線路２５が形成される。
【００３０】
（フォトレジスト塗布工程）
　次に、図２Ｂに示すように、基板１０の表面側に形成した各素子を保護するために、基
板の表面側（エピタキシャル層２０側）にフォトレジスト３０を塗布し、さらに、フォト
レジスト３０の上にワックス（図示しない）を塗布する。
【００３１】
（支持基板貼付工程）
　次に、基板１０の裏面側（エピタキシャル層２０の反対面側）の処理のために、図２Ｃ
に示すように、表面側（エピタキシャル層２０側）をガラス製の支持基板４０に対向させ
て貼り付ける。
【００３２】
（裏面研磨工程）
　次に、図２Ｄに示すように、基板１０が所定の厚さとなるように裏面をグラインダで研
磨する。基板１０の厚さは、表面に形成した信号線用の金属パターンと裏面金属層６０と
が基板１０を介してマイクロストリップ線路を形成する際に、線路の特性インピーダンス
を所望の値にするために調整される。なお、表面側のグランド電位の金属パターンと裏面
金属層６０とは図示しないビアホールを介して電気的に接続される。本工程で、基板１０
は例えば１００μｍ程度の厚さに研磨される。
【００３３】
（シード金属層形成工程）
　次に、図２Ｅに示すように、シード金属層５０として、ＮｉＣｒとＡｕの２層からなる
シード金属層５０をＳｉＣ基板１０の裏面に全面スパッタリングによって形成する。この
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シード金属層５０は、後工程で裏面金属層６０を選択電解メッキで形成するために用いら
れる。シード金属層５０のＮｉＣｒとＡｕは、それぞれ、例えば２００ｎｍと２０００ｎ
ｍの厚さで形成される。
【００３４】
（背面金属層メッキ工程）
　基板１０には、図２Ｆに示すように、所定幅Ｄ１を有するスクライブラインで区画され
複数の半導体チップが形成されている。シード金属層５０を形成した後、シード金属層５
０の全面にフォトレジストを設け、半導体チップの領域を残して、スクライブライン間の
幅Ｄ１を覆うフォトレジスト６１によってパターニングする。そして、半導体チップの裏
面に露出したシード金属層５０上に、Ａｕからなる裏面金属層６０を例えば１０μｍの厚
さで選択電解メッキにより形成する。フォトレジスト６１は裏面金属層６０の形成後に除
去する。
【００３５】
　（半田阻止金属層形成工程）
　次に、図２Ｇに示すように、フォトレジスト６１を除去した後、ＡｕＳｎ半田と濡れ性
の悪い、例えば、ＮｉＣｒを裏面金属層６０の全面にスパッタリングよって形成し、厚さ
５０ｎｍ程度の金属層７０を設ける。その後、金属層７０上に、フォトレジスト７１をパ
ターニングする。
【００３６】
（半田阻止金属層パターニング工程）
　次に、フォトレジスト７１をマスクとして金属層７０をエッチングし、図２Ｈに示すよ
うに、裏面金属層６０の上に幅１００μｍ程度のライン状の金属層７０を残す。この金属
層７０は、図１Ｂに示すように、半導体チップ１の領域Ｂに半導体チップ１の縁から他方
の縁まで延びている。この工程は、図２Ｇに示すように、ＮｉＣｒからなる金属層７０を
残す領域をフォトレジスト７１でマスクし、金属層７０をウェットエッチンし、その後、
フォトレジスト７１を除去することによって行われる。
【００３７】
（エキスパンディングテープ貼付工程）
　次に、図２Ｉに示すように、基板１０の裏面側をエキスパンディングテープ８０に貼り
付けた後、表面側のワックス（図示なし）とフォトレジスト３０を除去し、基板を支持基
板４０から外す。なお、表面側のワックス（図示なし）とフォトレジスト３０を除去して
、基板１０を支持基板４０から外した後、基板１０の裏面側をエキスパンディングテープ
８０に貼り付けてもよい。この工程では、基板１０はダイシング前であるので、各半導体
チップ１は分離することがない。
【００３８】
（ダイシング工程）
　次に、図２Ｊに示すように、基板１０の表面側からダイシングにより、半導体チップ１
を分離する。ダイシングは、スクライブラインに沿って、例えば、スクライブラインの幅
Ｄ１内で、スクライブラインの幅Ｄ１よりも狭い幅Ｄ２を有するダイシングブレードを用
いて行う。そして、各半導体チップ１をエキスパンディングテープ８０から外し、個々の
半導体チップ１を得る。
【００３９】
（ダイボンディング工程）
　次に、図１Ｃに示すように、個々の半導体チップ１を、例えば配線基板、あるいは、パ
ッケージの底材（金属製）からなる搭載基板１００上にダイボンディングする。ダイボン
ディングは、搭載基板１００上に予めＡｕＳｎ半田９０をボール状あるいはシート状（薄
膜状）に設けておき、例えば、３２０°Ｃの窒素ガス（Ｎ2）雰囲気中でＡｕＳｎ半田９
０を搭載基板１００の上で溶かし、搭載基板１００上で半導体チップ１をスクラブする（
擦り合わせる）ことにより行う。
【００４０】
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　その際、先述したように、ＮｉＣｒからなる金属層７０は、ＡｕＳｎ半田９０に対し濡
れ性に劣るため、実装時に金属層７０の部分には空隙Ｃができる。ＡｕＳn半田に生じた
気泡がスクラブによって金属層７０に達すれば、気泡はライン状の金属層７０に沿ってチ
ップ外に抜けていく。また、溶解したＡｕＳｎ半田９０はＡｕと濡れ性が良いため、半導
体チップ１の裏面金属層６０のＡｕと搭載基板１００側のＡｕの間で一様な厚さに広がる
。この時のＡｕＳｎ半田の厚さは１０μm程度になる。これにより、半導体チップ１の領
域Ａの裏面側には気泡がなくなるため、発熱効率が高まり、回路特性の劣化を抑え、半導
体装置の長寿命を図ることができる。
【００４１】
（第２の実施形態）
　本発明では、裏面金属層６０と搭載基板１００とをＡｕＳｎ半田９０を用いて固着する
際に、ＡｕＳｎ半田９０に生じる気泡を、ＡｕＳｎ半田９０と濡れ性の悪い金属層７０の
パターンによって収集し、半導体チップ１の外部へ排出できるようにしている。このため
、金属層７０のパターンは、半導体チップ１の裏面から見た際に、裏面金属層６０から露
出していればよい。第１の実施形態では、基板１０の裏面側にシード金属層５０と裏面金
属層６０を順番に設け、裏面金属層６０の上に金属層７０をパターニングすることにより
、金属層７０を露出させている。
【００４２】
　第２の実施形態では、シード金属層５０の材料を、ＡｕＳｎ半田９０と濡れ性の悪いＮ
ｉＣｒ、Ｎｉ、Ｔｉのいずれか１つからなる材料で構成し、シード金属層５０に半田阻止
金属層の機能を持たせている。このため、第２の実施形態では、シード金属層５０が金属
層７０となる。そして、このシード金属層５０の上に形成した裏面金属層６０を一部除去
することによって、シード金属層５０を露出させる。シード金属層５０が露出する領域は
、半導体チップ１の領域Ｂ内で、また、半導体チップ１の縁まで延びている。裏面金属層
６０から露出したシード金属層５０の金属層７０に対応する機能は、第１の実施形態と同
様であるので、その説明を省略する。
【００４３】
　以上、本発明の実施形態に係る半導体装置、および、半導体チップの搭載方法について
説明したが、ＡｕＳｎ半田９０と濡れ性の悪い金属層７０のパターンは、ライン状のもの
に限られず、格子状のものあるいはその他の形状であってもよい。
【符号の説明】
【００４４】
１…半導体チップ、
１０…基板、
２０…エピタキシャル層、
２１…初段アンプ、
２２…中段アンプ、
２３…終段アンプ、
２４…ＦＥＴ、
２５…伝送線路、
３０…フォトレジスト、
４０…支持基板、
５０…シード金属層、
６０…裏面金属層、
６１…フォトレジスト、
７０…半田阻止金属層、
７１…フォトレジスト、
８０…エキスパンディングテープ、
９０…ＡｕＳｎ半田、
１００…搭載基板。
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